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1 南島原市の位置・地勢 

本市は、長崎県の南部、島原半島の南東部に位置し、北部は島原市、西部は雲仙市と接して

おり、有明海をはさんで熊本県天草地域に面している。 

１，０００m を超える雲仙山麓から南へ広がる肥沃で豊かな地下水を含む大地を有し、魚介

類豊富な有明海及び橘湾に広く面する海岸線を有する。 

また、日本最初の国立公園である雲仙天草国立公園及び島原半島県立公園に指定されており、

雄大な山々と美しい海を併せ持った風光明媚な地域である。 

 

図 １ 南島原市の位置・地勢 

 

出典：国土数値情報、基盤地図情報 

 

2 計画の背景と目的 

現行の南島原市都市計画マスタープラン （以下、「本計画」という）は、平成２５年度 （２０

１３）を基準として、概ね２５年後の令和１９年（２０３７）を目標年次とした計画であり、

概ね１０年後にあたる中間目標年次を経過している。 

平成２５年 （２０１３）以降、本市では、平成３０年 （２０１８）に史跡原城跡が世界文化

遺産へ登録されたほか、令和４年 （２０２２）に島原道路が一部供用開始され、令和６年 （２

０２４）には島原鉄道跡地に整備している自転車歩行者専用道路が一部開通するなど、本市を

取り巻く情勢は変化している。 

そのため、上位関連計画の策定・改定や少子高齢化、人口減少、経済状況等の社会情勢の変

化を踏まえながら、今後のまちづくりの基本的な方針を明らかにするため、都市計画マスター

プランを改訂する。 
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3 計画の位置付け 

都市計画マスタープランは、都市計画法第１８条の２に基づく計画で、土地の使い方や道路、

公園、河川・下水道等の都市施設、都市環境、自然環境、景観、防災といった都市を構成する

様々な要素について、整備の基本的な方針を示すものである。 

本計画は、長崎県が策定する「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」や本市が策定す

る「第Ⅱ期南島原市総合計画（以下、「総合計画」という）」等を上位計画としている。 

なお、令和７年（２０２５）に策定する南島原市立地適正化計画は、本計画の一部として取

り扱う。 

 

 

図 ２ 南島原市都市計画マスタープランの位置付け 

 

 

 

  

南島原市
市町村の建設に関する基本構想

長崎県
都市計画に係る計画

第Ⅱ期南島原市総合計画
（南島原市行政の上位計画）

〇長崎県土地利用基本計画
〇加津佐都市計画、口之津都市計画、西有家都市計画

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
（都市計画行政の上位計画）

市町村の都市計画に関する基本的な方針

南島原市都市計画マスタープラン
（都市計画法第18条の2）

南島原市立地適正化計画

南島原市の各種計画

●南島原市地域防災計画
●南島原市公共施設等総合管理計画
●南島原市国土強靭化地域計画
●南島原市過疎地域持続的発展計画
●南島原市空家等対策計画
●南島原市景観計画 など

整合

連携

即す

南島原市が定める都市計画

即す

●土地利用……………○風致地区 など
●都市施設……………○道路、公園、下水道 など
●市街地開発事業……○土地区画整理事業 など

即す
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4 計画の基本構成 

本計画は、 「まちづくりの課題の整理」を行ったうえで、本市を一体的に捉えて将来の方向性

を定める「全体構想」と、地域ごとの方向性を定める「地域別構想」を骨格として示し、これ

らを実現するための留意点を「計画の実現に向けて」に整理する。 

 

 

図３ 南島原市都市計画マスタープランの基本構成  

まちづくりの指針となる都市計画マスタープランの位置付けや改定の目的

等を示す

序章
都市計画

マスタープラン
について

１ 南島原市の位置・地勢

２ 計画の背景と目的

３ 計画の位置付け

４ 計画の基本構成

５ 計画の前提条件

社会情勢の変化およびデータに基づく本市を取り巻く現況分析から把握し

た現状を踏まえ、将来を見据えたまちづくりの課題を整理する
第１章

まちづくりの課題

１ 南島原市を取り巻く状況の変化

２ 住民意見の把握

３ まちづくりの主要な課題

概ね２０年程度の長期的視野に立って、本市が推進するまちづくりの基本

理念や目指していく将来の都市構造、まちづくりの方針を整理したうえで、

各分野の視点から具体的な施策の土台となる考え方を整理する
第２章

全体構想
１ まちづくりの基本理念 ２ 将来都市構造

３ まちづくりの方針 ４ 分野別の整備方針市全体のまちづくりの方針

全体構想、地域別構想を実現するための方策を整理する
第４章

計画の実現に向けて
１ 各種まちづくり手法の活用 ２ 計画の推進体制

３ 計画の進行管理

全体構想に従いながら、各地域の実情を加味して、地域づくりの考え方を

整理する第３章

地域別構想
１ 地域別構想の位置づけと地域区分

２ 深江・布津地域 ３ 有家・西有家地域

４ 北有馬・南有馬地域 ５ 口之津・加津佐地域地域別のまちづくりの方針
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5 計画の前提条件 

１） 計画区域 

全市的な視点から都市計画の基本方針を定めるものとして、都市計画区域外を含む、市全

域を対象区域とする。 

 

 

 

図 ４ 計画対象区域 

出典：国土数値情報、都市計画基礎調査 

 

２） 計画期間 

本計画の計画期間は令和７年度（２０２５）～令和２６年度（２０４４）の概ね２０年間

とする。 
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３） 将来人口の見通し 

将来人口フレームの目標年次は、総合計画で設定している令和４２年 （２０６０）とする。 

本市の将来人口は、総合計画で掲げている目標人口と同一とする。 

総合計画では、国立社会保障・人口問題研究所の推計結果（平成３０年３月）を踏まえ、

将来目標人口（人口ビジョン）の見直しを行っており、本計画においても内容を踏襲し、令

和４２年（２０６０）の目標人口を２５，０００人と設定する。 

 

 

 

図 ５ 将来人口の推計 

出典：第Ⅱ期南島原市総合計画 後期基本計画 
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４） 上位計画の概要 

本計画が即する本市が策定した総合計画及び長崎県が策定した「都市計画区域の整備、開

発及び保全の方針」の概要を示す。 

 

（１）第Ⅱ期南島原市総合計画 後期基本計画（令和５年（２０２３）３月策定） 

まちづくりの将来像 

 

基本理念 

 

政策体系 

 
図 ６ 総合計画における基本柱と政策 

出典：第Ⅱ期南島原市総合計画 後期基本計画  

これからも 住み続けたい 住んでみたいまち みなみしまばら 

一人ひとりの“しあわせ”のためにみんなで進めるまちづくり 
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（２）都市計画区域の整備、及び保全の方針 

①西有家都市計画区域の整備、及び保全の方針 （平成２７年（２０１５）３月２

７日変更、長崎県） 

都市づくりの基本理念 

西有家都市計画区域は、島原半島地域の南東部に位置し、西有家町及び有家町の中心

市街地にまたがる都市計画区域である。 

本都市計画区域の属する島原半島地域は、雲仙天草国立公園をはじめとした豊かな

自然環境や知名度の高い観光資源、県内最大の農業地帯を有する地域であり、平成２１

年 （2009）８月には、日本で初めて世界ジオパーク （現在はユネスコ世界ジオパーク）

に認定されている。ここで、「自然を活かした観光・交流の賑わいと田園の中の住みよ

さを活かした地域づくり」を島原半島地域全体のまちづくりの目標とし、本都市計画区

域においてもこれに即したまちづくりを行うこととする。 

本都市計画区域は、全国屈指の手延べそうめんの生産地である。また、数多くのキリ

シタンにまつわる史跡を有しており、市街地の背後には、雲仙岳の裾野に広がる豊かな

自然や広大な農地を有するという特徴をもった都市計画区域でもある。 

 

基本理念 

・「そうめん」をはじめとした地場産業を支え、振興を促す都市づくり 

・キリシタンにまつわる歴史的文化遺産を活かした、個性ある都市づくり 

・区域外との連携と交流を促進し、にぎわいのある都市づくり 

 

図 ７ 将来都市構造のイメージ（西有家都市計画区域） 
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②口之津都市計画区域の整備、及び保全の方針 （平成２７年（２０１５）３月２

７日変更、長崎県） 

都市づくりの基本理念 

口之津都市計画区域は、島原半島地域の南部に位置し、南の海の玄関口としての役割

を担う都市計画区域である。 

本都市計画区域の属する島原半島地域は、雲仙天草国立公園をはじめとした豊かな

自然環境や知名度の高い観光資源、県内最大の農業地帯を有する地域であり、平成２１

年 （2009）８月には、日本で初めて世界ジオパーク （現在はユネスコ世界ジオパーク）

に認定されている。ここで、「自然を活かした観光・交流の賑わいと田園の中の住みよ

さを活かした地域づくり」を島原半島地域全体のまちづくりの目標とし、本都市計画区

域においてもこれに即したまちづくりを行うこととする。 

本都市計画区域は、島原半島県立公園内にある美しい砂浜を有し、古くは南蛮貿易、

明治に入ってからは石炭輸出の基地として、港と共に栄えてきた歴史をもつ都市計画

区域である。一方、市街地の中心部には、海抜ゼロメートル地帯が広がり、浸水被害が

発生しやすいという一面もある。 

 

基本理念 

・南蛮貿易や石炭輸出などの歴史ある港を活かした魅力ある都市づくり 

・美しい海、山と調和した、安全で住み良い都市づくり 

・島原半島の南の玄関口として、多様な連携・交流を育む都市づくり 

 

図 ８ 将来都市構造のイメージ（口之津都市計画区域） 
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③加津佐都市計画区域の整備、及び保全の方針 （平成２７年（２０１５）３月２

７日変更、長崎県） 

都市づくりの基本理念 

加津佐都市計画区域は、島原半島地域の南部に位置し、農業 漁業を基幹産業とする

都市計画区域であり、レクリエーション機能を備えた美しい海を有した都市計画区域

である。 

本都市計画区域の属する島原半島地域は、雲仙天草国立公園をはじめとした豊かな

自然環境や知名度の高い観光資源、県内最大の農業地帯を有する地域であり、平成２１

年 （2009）８月には、日本で初めて世界ジオパーク （現在はユネスコ世界ジオパーク）

に認定されている。ここで、「自然を活かした観光・交流の賑わいと田園の中の住みよ

さを活かした地域づくり」を島原半島地域全体のまちづくりの目標とし、本都市計画区

域においてもこれに即したまちづくりを行うこととする。 

本都市計画区域は、島原半島県立公園の一部である美しい砂浜や自然林を有し、キリ

シタン墓碑に代表される歴史的文化遺産などにも恵まれた都市計画区域である。 

 

基本理念 

・農業漁業の資源を活かし、観光産業の活性化を促す活気のある都市づくり 

・豊かな自然環境と美しい景観とが調和した、快適で住みよい都市づくり 

・美しい海や砂浜を保全し、海洋レジャーに活用するにぎわいのある都市づくり 

 

図 ９ 将来都市構造のイメージ（加津佐都市計画区域） 
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第１章 まちづくりの課題 
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１ 南島原市を取り巻く状況の変化 

２ 住民意見の把握 

３ まちづくりの主要な課題 

第１章 
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1 南島原市を取り巻く状況の変化 

１） 人口減少・高齢化に対応する都市構造への転換 

我が国の人口は、平成２２年 （２０１０）の１億２，８０６万人をピークに減少期を迎え

ている。国立社会保障・人口問題研究所による推計結果では令和３８年 （２０５６）には１

億人を下回る９，９６５万人に減少し、高齢化率は３７．６％まで上昇すると推計されてい

る。人口構造の変化は、生活関連サービスの縮小や税収の減少による行政サービス水準の低

下を招き、住宅や店舗の郊外立地が進んだ現在の都市の状態から人口が減少することで、市

街地の低密度化や空き家や空き地の増加が顕在化しはじめている。 

こうした状況への対応として、生活関連サービスや公共交通の持続性向上や公共サービス

提供の効率化を実現する持続可能な都市構造 （コンパクト＋ネットワーク）への転換が求め

られている。 

本市においても急激な人口減少と高齢化が進行し、空き家の増加や公共交通の利便性の低

下が顕在化している。また８つの町が合併した経緯から、市内に人口と生活サービス施設が

広く分布している状況にあり、効率的な都市構造への転換が求められている。 

 

図 １０ コンパクト＋ネットワークのイメージ 

出典：立地適正化計画作成の手引き（Ｒ６国土交通省） 

 

２） 技術革新の進展 

近年、ＩＣＴ （情報通信技術）の急速な進展は、日常生活や社会活動におけるコミュニケ

ーションや購買活動、シェアリングエコノミーの拡大を後押しするなど、生活に大きな影響

を与えている。 

まちづくりにおいても、これらの新たな技術を活用し、便利で豊かな暮らしの実現に向け

た取組を推進していくことが求められている。 

本市においては、高齢化が進行し、日常の買い物や公共交通の利便性に不満を感じている

市民の割合が高いことから、利便性の高い暮らしの実現に向けた、新たな技術の活用が必要

である。  

都市拠点・地域拠点へ
の都市機能の誘導 

拠 点 エ リ ア 周 辺
や 公 共 交 通 沿 線
への居住の誘導 

拠点間を結ぶ公共交
通サービスの充実 
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３） カーボンニュートラルの実現 

政府は令和２年 （２０２０）１０月に「２０５０年カーボンニュートラル、脱炭素社会の

実現」を宣言した。カーボンニュートラルの達成のためには、化石燃料の使用量を削減し、

化石燃料に依存した現状のエネルギー体制を変革し、二酸化炭素を排出しない再生可能エネ

ルギーへの転換を進めていく必要がある。 

まちづくりにおいても、二酸化炭素の吸収源となる公園・緑地の適正な管理を図るととも

に、公共交通の利用など、環境負荷の低い都市構造を実現する必要がある。 

本市は、令和３年 （２０２１）１２月に「南島原市ゼロカーボンシティ宣言」を表明して

おり、令和３２年（２０５０）脱炭素社会の実現に向けて、化石燃料の使用量の削減、再生

可能エネルギーへの転換等に取り組んでいくことが必要である。 

 

４） 防災まちづくり 

近年、気候変動等の影響により世界規模で地震や豪雨や台風による風水害等の自然災害が

頻発、激甚化しており、我が国でも平成２３年 （２０１１）の東日本大震災や令和２年７月

豪雨、最近では令和６年（２０２４）１月に能登半島地震が発生し、人的、物的に大きな被

害を受けた。 

今後も豪雨災害や南海トラフの巨大地震の発生が想定される中、生命や財産を守り、安全

に生活することができる都市を実現するため、災害への対応力を備えたまちづくりが求めら

れている。 

本市において想定される代表的な災害は、豪雨及び台風襲来に伴う暴風雨、火山噴火等で

あり、過去には地すべり、山崩れ、火砕流等が多発し大きな被害を受けた。今後の防災まち

づくりにあたっては、ハード・ソフト両面から災害へ対応できる体制づくりが求められてい

る。 
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５） ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）に関する取組の展開 

平成２７年（２０１５）の国連サミットでは、令和１２年（２０３０）を期限とする「Ｓ

ＤＧｓ（持続可能な開発目標）」が提唱され、国内においてもその達成に向けて各地で取組

が推進されている。 

ＳＤＧｓが掲げるビジョンでは「持続可能で強靭、そして誰一人取り残さない、経済、社

会、環境の統合的向上が実現された未来への先駆者を目指す」こととしており、本市の政策

でも、この理念を踏まえた政策の展開が求められている。 

まちづくりの分野においても、ＳＤＧｓが掲げる「住み続けられるまちづくりを」、「気候

変動に具体的な対策を」等の目標の達成に向けた取組を推進することが求められている。 

 

 

図 １１ ＳＤＧｓ１７の目標 

出典：国連総合広報センター  

  



15 

 

2 住民意見の把握 

１） 市民意向調査の結果概要 

市民の意向を把握するため、市全域を対象に市民意向調査を実施した。 

 

表 １ 調査概要 

項目 概要 

調査対象 １５歳以上の市民 

※住民基本台帳より、地域別（８地域）/年齢階層別に無作為抽出 

実施期間 令和５年（２０２３）９月８日～２０日 

配布・回収票数 配布：３，４８６票 

回収：１，２２５票（紙：１，０１４票、ＷＥＢ：２１１票） 

回収率：３５．１% 

 

①生活の満足度 

「自宅周辺での緑の豊かさや日当たり、静かさ」、「海や山、川などの自然の豊かさ、

きれいさ」に対する満足度が高い。 

 

図 １２ 生活の満足度 
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②まちづくりで特に重要なこと 

「病院や保育所などの福祉・保健・医療施設の利用しやすさ」が３１．９％と最も

高く、次いで、「働き場所の多さ」が２７．９％と高い。 

 

図 １３ 南島原市のまちづくりで特に重要だと考えること 

 

③自宅の近くに必要な施設 

食料品や日用品（スーパー等）が７４．４％で最も高く、次いで総合病院が４１．

３％と高い。 

 

図 １４ 自宅の近くに必要な施設 
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④住み替え意向 

「今の場所で住み続けたい」が６３．８％と最も高い。 

 
図 １５ 住み替え意向 

 

⑤問題・課題 

「公共交通が不便」が３７．４％と最も高く、次いで、「買い物ができる店が少ない」

が２７．３％と高い。 

 

図 １６ 南島原市の問題・課題 

  

今の場所で住み続けたい

782

市外に住み替えたい

100

8.2%

県外に住み替えたい

85

6.9%

市内の他の町に住み替えたい

58

4.7%

分からない

128

10.4%

無回答

72

5.9%

（n=1225）
63.8%
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⑥将来のイメージ 

「保健・医療・福祉の充実したまち」が４３．４％と最も高く、次いで、「働く場が

充実したまち」が４０．２％と高い。 

 

図 １７ 南島原市の将来のイメージ 

 

⑦良く利用する交通手段 

「自家用車（自分で運転）」が６７．０％と最も高く、次いで、「自家用車（自分以

外が運転）」が１６．３％と高い。 

 
図 １８ よく利用する交通手段  
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２） 住民懇談会の結果概要 

次世代を担う若者の意見を把握するため、高校生を対象とした懇談会を実施した。 

 

表 ２ 開催概要 

項目 概要 

開催日・場所・ 

参加者 

●令和６（２０２４）年７月１８日 口加高校 

参加者数：深江・布津地域４名、有家・西有家地域５名、北有馬・南有

馬地域６名、口之津・加津佐地域 7 名 計２２名 

 

●令和６（２０２４）年７月２３日 島原翔南高校 

参加者数：深江・布津地域４名、有家・西有家地域７名、北有馬・南有

馬地域７名、口之津・加津佐地域３名 計２１名 

 

テーマ①「各地域の拠点周辺の課題」、テーマ②「各地域の拠点周辺に必要な施設・機能」

について居住している地域に分かれて議論し、他の班に向けて発表した。 

テーマ①では、「市役所が老朽化している」、「公共交通が不便」、「歩道が狭い所や段差が

多い所、信号が少ない所があり危ない」、「子どもが遊べる公園が少ない」等の意見が挙がっ

た。 

テーマ②では、「買い物できるお店」、「日常的に通う病院や専門医のいる病院」、「友人と

ゆっくり話せる場所」、「夜まで勉強できる場所」等の意見が挙がった。 

地域別の意見は「地域別構想」に示す。 

  

           

図 １９ 住民懇談会の実施状況  
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3 まちづくりの主要な課題 

「１ 南島原市を取り巻く状況の変化」、 「２ 住民意見の把握」及び各種基礎データの分析

結果より、まちづくりの主要な課題を整理した。 

課題１ 暮らしやすく持続可能なまちの実現 

１ 持続可能なまちを実現する多極連携型の都市構造の形成 

今後さらに人口減少が進み市全域で人口の低密度化が進行すると予測される中にあっても、

市民の暮らしを支える生活サービスを提供し、まちを維持していくことが求められている。そ

のため、各地域の拠点となる区域において多様な都市機能が維持されるとともに、市内の拠点

が道路・交通ネットワークでつながった、多極連携型の都市構造の形成を推進することが必要

である。 

２ まちの拠点の確立 

合併後も旧町域の中心として機能してきた庁舎周辺エリアが、今後市全体を支える拠点と

して機能していくため、それぞれのエリアが担う役割を明確化し、求心力を高めることが必要

である。 

３ 集落地における住環境の維持 

利便性の高いまちなかでの生活スタイルだけでなく、既存集落地における豊かな自然と調

和した暮らしに対するニーズへ対応し、集落地のコミュニティ維持を図ることが必要であ

る。 

 
図 ２０ 年齢３区分別人口の推移 

出典：Ｓ６０～Ｒ２国勢調査       

  
図 ２１ 人口分布 

出典：Ｒ２国勢調査 

 本市の人口はＳ６０～Ｒ２の３
５年間で３６％減少し、全ての
地域で人口が減少

 老年人口が増加しているのに対
して、年少人口、生産年齢人口
は減少

 人口は国道２５１号沿道と西有
家庁舎・庁舎周辺を中心に分布
しているものの、市域全体に薄
く広く分布
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課題２ 南島原市の活力となる産業の維持・振興 

１ これまで築いてきたまちの資産の活用 

老朽化した公共施設の更新や機能の重複や利用者が減少した公共施設の統合・廃止の推

進が必要である。 

今後人口減少が進むことで、さらなる空き家・空き地の増加とそれに伴う景観の阻害・

治安の悪化、活力の低下が懸念されることから、市全域に存在する空き家・空き地を適切

に利活用し、都市のスポンジ化に対応していくことが必要である。 

２ 新たな産業の誘致による働く場所の確保 

職住近接の実現とまちの活力向上を目指し、堂崎港埋立地等、市内への企業立地を図る

基盤整備の推進が必要である。 

３ 産業振興を後押しする道路ネットワークの形成 

基幹産業である農業、そうめん産業の維持・振興を支えるとともに、今後企業誘致を進

めていくうえでの強みとするためにも、市内の各地を連絡する道路ネットワーク及び周辺

地域とつながる広域道路ネットワークの強化が必要である。 

   
図 ２２ 空き家の分布状況 

出典：南島原市資料 

   
図 ２３ 産業大分類別就業者数      図 ２４ 通勤・通学による流入・流出   

出典：H２２～Ｒ２国勢調査              出典：Ｒ２国勢調査  

 【左下】従業者数は減少傾向にあ
り、特に第１次産業、第２次産業
の減少率が高い

 市全域に空き家が点在しており、
特に庁舎周辺と国道２５１号沿道
に分布

 【右下】市内で通勤通学している
割合が最も多いが、他市町への流
入・流出をみると、流出超過
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課題３ 南島原市を特徴づける自然・景観の保全・活用 

１ 南島原市の特徴的な自然・景観の保全・継承 

「島原半島ジオパーク」としてユネスコ世界ジオパークの認定を受けた、島原半島の火

山活動によって成立した地形・地質や独特の自然景観、また世界文化遺産にも登録されて

いる「原城跡」等の歴史・文化を今に伝える史跡を保全し、次の世代へ受け継いでいくこ

とが必要である。 

２ 豊かな自然と受け継がれる文化を活かした地域の活性化 

本市の誇る豊かな自然・景観、独自の文化・歴史は、本市を特徴づけている要素のひとつ

であり、本市の強みである。 

これらを活かしたまちづくりや地域のマネジメントを推進するとともに、地域の活性化

につながる資源として活用していくことが必要である。 

３ 脱炭素まちづくりの推進 

温室効果ガスの吸収源となる豊かな自然環境を保全するとともに、環境負荷の低減に向

けて自動車依存度の高い移動環境の見直し等が求められている。 

  

図 ２５ 観光客数の推移 

出典：Ｈ２１～Ｒ４長崎県観光統計    

   

図 ２６ 土地利用の法指定状況 

出典：Ｒ２国土数値情報 
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課題４ あらゆる世代が利用できる移動手段の確保 

１ 高齢者等の移動手段の確保 

自動車への依存度が高い本市において、自ら運転できない高齢者や若年層の移動手段と

して一定のサービス水準が確保された公共交通が必要である。 

利用者が増加傾向にあるチョイソコみなみしまばら（デマンド型乗合タクシー）について

は、市民ニーズも踏まえながら引き続き推進していく。 

２ 安全な歩行者空間の確保 

市街地内や集落地内の主要な道路は、歩行者や自転車、車いす等が安全に利用できる道

路であることが求められている。 

   
図２７ 島鉄バスの路線別輸送人員数の推移 

 

出典：南島原市資料       

 

   

図２８ チョイソコみなみしまばらの利用者数の推移 

出典：南島原市地域公共交通計画 

  

5,066 4,586 4,458 4,521 4,420 

1,779 
1,663 1,519 1,055 1,448 

3,916 
4,147 

3,248 
2,754 2,771 

840 
894 

686 
708 704 

742 667 

629 
560 549 

208 330 

211 
73 69 

56 43 

34 
36 24 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

H30 R1 R2 R3 R4

輸
送

人
員
（

百
人
）

島原 有家 加津佐 諫早 雲仙 島原 諫早 小浜 口之津 諫早 小浜 有家

島原 藤原 須川 有家雲仙線 早崎循環線

 路線バスの輸送人員は減少傾向  チョイソコみなみしまばらの利用
者数は増加傾向

72
111

177 189

139 146
192 188

225
246 243 248

275 286 288304 309
338

361

308
268

376
401

433 421

364 373
413 420

438

0

100

200

300

400

500

R4.9 R4.10R4.11R4.12 R5.1 R5.2 R5.3 R5.4 R5.5 R5.6 R5.7 R5.8 R5.9 R5.10R5.11

利
用
者
数
（
人
/月

）

南有馬・北有馬 加津佐・口之津



24 

 

 

課題５ 安全・安心の確保 

１ 自然災害への備え 

地震や風水害、火山の噴火等の自然災害の発生に備え、市民や事業所、行政が一体とな

り、防災・減災の取組を推進する、災害に強いまちづくりを進めていくことが必要である。 

２ バリアフリーへの対応 

誰もが安心して暮らすことができるよう、道路や公共建築物等の身近な施設のバリアフ

リー対応が必要である。 

  

図 ２９ 洪水浸水想定区域          図 ３０ 津波浸水想定区域  
出典：長崎県資料            出典：国土数値情報（H28） 

 
   

図 ３１ 土砂砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域    
出典：国土数値情報（R5） 

 

 

  

 【左上】有家川、有馬川、堀川等
の河口周辺で浸水深０．５ｍ以上
の洪水浸水想定区域が存在

 【右上】沿岸部の一部で浸水深２．
０ｍ以上の津波浸水想定区域が存
在

 市域の広範囲に土砂災害特別警戒
区域、土砂災害警戒区域域が点在
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